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１ 行政改革大綱 

 策定の目的

これまで当市では、限られた財源や人材の中にあっても、魅力あるまちづくりや地

域の活性化を推進するため、平成18年度から５年ごとに、行政改革大綱及び集中改革

プランを定め、行政改革に取り組んできました。 

また、市民、各種団体、企業、行政それぞれの適切な役割分担のもと、様々な分野

での協働を推進してきたところです。 

   【（参考）これまでの取組】 

・平成18年度 ～ 平成22年度 行政改革大綱及び集中改革プラン 

・平成23年度 ～ 平成27年度 第２次行政改革大綱及び集中改革プラン 

・平成28年度 ～ 令和２年度 第３次行政改革大綱及び集中改革プラン 

・令和３年度 ～ 令和７年度 第４次行政改革大綱・集中改革プラン 

今後も、人口減少や少子高齢化の進行、多様化する市民ニーズに対応していくため

には、市民が必要とする行政サービスを的確に把握しながら、効果的・効率的な行政

運営を行うことが必要です。 

当市では、令和８年度から新たな総合計画に基づくまちづくりがはじまります。 

総合計画に掲げたまちづくりの将来像「ひとりひとりが輝く 挑戦しつづけるまち 

いちのせき」の実現に向け、前期基本計画に基づく取組を着実に推進するためには、

更なる行政改革を推進し、人口減少なども踏まえた健全な財政運営を行うことが必要

です。 

このため、第５次行政改革大綱・集中改革プランを策定し、引き続き行政改革に取

り組みます。 

 目指す方向

多様化する市民ニーズに対応するため、利便性の高い行政サービスを持続的に提供

することを目的とし、柔軟な発想で行政改革に取り組みます。 

   また、人口減少が進む中にあっても、市民が必要とする行政サービスを提供するた

めに、健全な財政運営に引き続き取り組みます。 

人口減少が進む中、多様化する市民ニーズに対応するため、利便性の高い行政サービ

スを持続的に提供するとともに、健全な財政運営を行う
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【（参考）これまでの目指す方向】 

・第２次行政改革大綱及び集中改革プラン 

「市民起点に立った質の高い市民サービスの提供」 

・第３次行政改革大綱及び集中改革プラン 

「質の高い行政サービスを持続的に提供するための市民との協働による行政運営」 

    ・第４次行政改革大綱・集中改革プラン 

     「市民との協働や民間活力の活用により、質の高い行政サービスを持続的に提供」 

 基本方針

目指す方向の実現には、協働のまちづくりを前提に、行政改革を更に進める必要が

あることから、次の４つを基本方針として行政改革に取り組みます。 

なお、基本方針や集中改革プランに記載していないものにあっても、多様な視点で

検討しながら、行政改革に取り組むこととします。 

① 事務事業の見直し、ＤＸの推進 

○ 事務事業の効果的・効率的な取組の推進・見直しのため、民間事業者の知識や技

術、資源の活用を検討します。 

○ デジタル技術を活用した行政サービスの充実を推進します。 

② 財政運営の健全化 

○ 市税などの自主財源の確保に努めるとともに、歳出の徹底的な見直しにより、財

政の健全化を推進します。 

また、補助金や負担金は、その目的や費用対効果、経費負担のあり方を検証し、

効果が低いものについては、廃止を含めた見直しを検討します。 

○ 地方公営企業については、中・長期的な視点に立った健全な運営を目指すととも

に、定期的に料金などの水準の検証を行い、負担の公平化と適切な財源確保に努め

ます。 

○ 第三セクターについては、事業内容や経営状況を常に把握し、継続的な指導・監

督を行います。 

○ 行政情報の公表により、市民との情報共有を行います。 

① 事務事業の見直し、ＤＸの推進 

② 財政運営の健全化

③ 公共施設マネジメントの推進 

④ 人材育成と組織の最適化
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③ 公共施設マネジメントの推進 

○ 公共施設については、将来にわたり施設を利用した行政サービスを安全かつ持続

的に提供するため、公共施設等総合管理計画 第１期中期計画（※１）等に基づく見

直しを行います。 

 ④ 人材育成と組織の最適化 

○ 多様化する市民ニーズに的確に対応できるよう、次代を担う職員の育成、生産性

の高い効率的な業務の推進体制の構築に努めます。 

※１ 公共施設等総合管理計画 第１期中期計画：行政財産の建物系施設の延床面積を概ね１

割縮減することを目標に掲げ、３つの取組「施設保有の見直し」、「計画的な施設保全」、

「新しく造ることから賢く使うことへ」に基づき、施設保有の最適化に取り組む計画。計

画期間は、平成30年度から令和８年度までの９年間 

 基本方針に基づく取組 

① 具体的な取組については、「２ 集中改革プラン」で改革実施項目を定めます。 

② ＰＤＣＡサイクル【計画(Plan)→実施(Do)→検証(Check)→見直し(Action）】の手

法により、継続的に取組の改善を図ります。 

③ 改革実施項目は、市民目線でわかりやすい項目であるとともに、目標や実施時期

を明確にするよう努めます。 

④ ＳＤＧｓを推進するため、基本方針ごとに17のゴール（17ページ参照）の中から

該当する取組を表示します。 

 取組の期間 

① 総合計画前期基本計画と連動した取組のため、令和８年度から12年度までの５年

間とします。 

② 急速な社会情勢の変化に対応する必要がある場合は、集中改革プランの改革実施

項目を見直すこととします。 
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２ 集中改革プラン

 事務事業の見直し、ＤＸの推進

○ 事務事業の効果的・効率的な取組の推進・見直しのため、民間事業者の知識や技術、 

資源の活用を検討します。 

○ デジタル技術を活用した行政サービスの充実を推進します。 

改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

１ 
施策の評価 

（継続） 

総合計画前期基本計画などで定めた３階

層の指標について進捗状況を評価するとと

もに、総合計画審議会などに報告し意見を求

める。 

【目標】 

 指標の進捗状況を評価し、総合計画審議会

などで報告し意見を求め、次年度の施策に反

映する。 

毎年度 
政策企画課 

各課 

２ 
事務事業の見直し 

（継続） 

効率的な取組を推進するとともに、市民

ニーズや費用対効果が低いものについて

は、廃止を含めた見直しを検討する。 

【目標】 

① 財政課は、当初予算要求にあたり、一

般財源の削減目標額を設定する。 

② 各部は、市民ニーズの把握や費用対効

果を検証し、予算要求を行う。 

毎年度 
財政課 

各部 

３ 
公用車の縮減 

（継続） 

稼働率の低い公用車の縮減を図る。 

【目標】 

台数の縮減を図るとともに、効率的な運用

を進める。 

毎年度 
財政課 

各所管課 

４ 

デマンド型乗合タ

クシー運行事業費

補助金の見直し 

（継続） 

地域ごとに異なる補助金の算定方式を統

一する。 

【目標】 

全地域の補助金の算定方式を統一する。 

～令和９年度 

まちづくり推進

課 

各支所地域振興

課 
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改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

５ 

市営バス路線の再

編 

（継続） 

大東地域で運行している市営バスについ

て、乗車人数が極端に少ない便があることか

ら、運行内容を見直すことにより、効率化を

図る。 

【目標】 

大東地域の市営バスの運行について、利便

性に配慮しつつ、効率化を図る。 

～令和９年度 

まちづくり推進

課 

大東支所地域振

興課 

６ 

市役所出張所の見

直し 

（継続） 

大東地域の４出張所（摺沢、興田、猿沢、

渋民）について、令和５年度から実施した開

所日・開所時間短縮による影響の検証及びサ

ービスの維持を検討しながら、存廃を決定し

実行する。 

【目標】 

大東地域の４出張所について、存廃を決定

し実行する。 

～令和９年度 

市民課 

大東支所市民福

祉課 

７ 
電子申請の拡充 

（継続） 

住民サービスの向上と業務の効率化を図

るため、デジタル技術等を活用し、電子申請

の拡充を行う。 

【目標】 

電子申請が可能な手続を増やす。 

毎年度 
政策企画課 

各所管課 

８ 

公共施設に係る使

用料の見直し 

（継続） 

 将来にわたり施設を利用した行政サービ

スを安全かつ持続的に提供するため、受益者

負担の公平性などを踏まえた、使用料のあり

方を検討する。 

【目標】 

使用料の現状を確認し、あり方の方向性を

見出す。 

～令和12年度 財政課 

９ 

アウトソーシング

の推進 

（新規） 

委託可能な業務を委託することにより生

み出された時間を活用することで、行政サー

ビスの維持・向上を図る。 

【目標】 

各種業務のアウトソーシングを推進する。

毎年度 
財政課 

各所管課 

10 
会計事務の見直し 

（新規） 

業務効率化のために、会計事務の簡素化を

図る。 

【目標】 

財務規則に規定する契約書類の取扱いな

どを見直し、業務の効率化を図る。 

～令和10年度 
会計課 

財政課 
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改革実施項目 内容 実施時期 所管課

11 

支払事務の電子決

裁の拡充 

（新規） 

支払事務における電子決裁処理の拡充に

より効率化を図る。 

【目標】 

電子決裁が可能な伝票処理を増やす。 

～令和10年度 
会計課 

財政課 

12 

アナログ規制の点

検・見直し 

（新規） 

行政サービスの向上、業務の効率化を図る

ため、書面・対面などのアナログ的な手法を

規定している条例などの点検を行い、見直し

を行う。 

【目標】 

アナログ的な手法を規定している条例な

どについて、代替の手法も含め、見直しを検

討する。 

毎年度 

政策企画課 

総務課 

財政課 

各所管課 

13 
開庁時間の見直し 

（新規） 

窓口対応以外の業務や職員間の情報共有

の時間の確保により、多様化する市民ニーズ

に対応する体制の確保、また、職員の働き方

改革の観点から、市役所等の開庁時間の見直

しの方向性を見出す。 

【目標】 

市役所本庁・各支所・一関保健センターの

窓口の開庁時間見直しについて方向性を見

出す。 

令和８年度 

市民課 

国保年金課 

資産税課 

市民税課 

収納課 

生活環境課 

福祉課 

長寿社会課 

経営総務課 

こども家庭課 

児童保育課 

職員課 

各支所市民福祉

課 

財政課 

14 

入札制度等の見直

し・改善 

（新規） 

「一関市入札制度等見直し、改善の取組

（R7.1.8一関市入札制度等改革本部決定）」

の着実な実施と、的確かつ適正な入札制度の

見直しを検討する。 

【目標】 

① 電子契約の導入など入札・契約事務の

デジタル化に向けた検討をする。 

② 入札参加資格や等級別区分の見直し

について検討をする。 

③ 公正かつ公平さを保ちつつ、地域経済

への影響の視点も踏まえた入札制度、

入札方式を検討する。 

毎年度 総務課 

6



 財政運営の健全化

○ 市税などの自主財源の確保に努めるとともに、歳出の徹底的な見直しにより、財政

の健全化を推進します。 

また、補助金や負担金は、その目的や費用対効果、経費負担のあり方を検証し、効

果が低いものについては、廃止を含めた見直しを検討します。 

○ 地方公営企業については、中・長期的な視点に立った健全な運営を目指すとともに、

定期的に料金などの水準の検証を行い、負担の公平化と適切な財源確保に努めます。 

○ 第三セクターについては、事業内容や経営状況を常に把握し、継続的な指導・監督

を行います。 

○ 行政情報の公表により、市民との情報共有を行います。 

改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

１ 
行政情報の公表 

（継続） 

行政情報を市民と共有することで、市政に

対する関心を持ってもらい、自ら課題解決の

担い手となるよう、わかりやすく的確な情報

発信を行う。 

【目標】 

次の行政情報の公表を行う。 

① 職員給与 

② 財政状況 

③ 補助金及び負担金の一覧 

④ 公の施設一覧、指定管理者制度導入施 

設一覧及び評価結果 

⑤ 第三セクターの経営状況 

⑥ 集中改革プランの実施状況 

毎年度 
①職員課 

②～⑥財政課 

２ 

ふるさと納税の

活用 

（継続） 

 ① 市を応援しようとする企業からの寄附

を募集する。 

② 市を応援しようとする個人からの寄附

を募集する。 

【目標】 

① 市のまち・ひと・しごと創生推進事業

に対する企業からの寄附を、事業の財源

として活用する。 

② 市のふるさと応援寄附を活用する事業

に対する個人からの寄附を、事業の財源

として活用する。 

毎年度 

政策企画課 

交流推進課 

工業振興課 

各所管課 

３ 

広告掲載事業の

実施 

（継続） 

自主財源の確保、質の高い行政サービスの

提供と地域経済の活性化を図るため、市の資

産を広告媒体として活用する。 

【目標】 

 広告媒体の活用について周知を行い、自主

財源の確保を図る。 

毎年度 
財政課 

各所管課 
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改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

４ 

市有財産の売却

等 

（継続） 

市有財産について、地域活性化、財産収入

の確保を図るため、遊休資産の売却や貸付を

行う。 

【目標】 

遊休資産の売却や貸付を進める。 

毎年度 
財政課 

各所管課 

５ 

収納率の向上と

滞納防止対策の

実施 

（継続） 

市税等収納対策委員会において、市税や税

外収入の収納率の向上と滞納防止対策に取り

組むとともに、全庁的に適正な債権管理を推

進する。 

徴収困難な事案については、法令の規定に

基づく処分や回収を行い、債権管理条例など

に基づき適正に対応する。 

 また、関係各部署が緊密に連携し、滞納整

理に関する情報を共有することで、滞納繰越

額の圧縮を図る。 

【目標】 

① 市の債権の収納率の向上 

 ・ 現年度の収納率は、95％以上の水準

を維持する。 

 ・ 滞納繰越額について、令和７年度と

比較して、0.5％以上圧縮する。 

② 納付環境の整備 

 ・ 納付者の利便性向上のため、el-QR

コード対応の債権を２つ以上増やす。 

～令和12年度 

収納課 

各支所市民福祉

課 

６ 

補助金や負担金

の見直し 

（継続） 

目的や費用対効果、経費負担のあり方を検

証し、効果が低いものについては、廃止を含

めた見直しを検討する。 

【目標】 

① 財政課は、当初予算要求にあたり、目

的や費用対効果、経費負担のあり方を検

証する資料を管理し、取りまとめる。 

② 各部は、目的や費用対効果、経費負担

のあり方を検証し、予算要求を行う。 

毎年度 
財政課 

各部 

７ 

水道料金の収納

率の向上 

（継続） 

水道料金徴収等業務受託者と連携し、市税

等収納対策委員会における収納向上対策（文

書催告、給水停止等）に基づき、計画的かつ着

実に取組むことで収納率の向上を図る。 

【目標】 

市税等収納対策委員会における徴収計画書

に掲げる目標収納率を達成する。 

毎年度 経営総務課 
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改革実施項目 内容 実施時期 所管課

８ 

下水道事業にお

ける経費回収率

の向上 

（継続） 

経費回収率の向上を目指し、下水道施設の

維持管理費用の節減に取り組む。 

【目標】 

下水道の維持管理費の節減により、経費回

収率の前年度比での向上を図る。 

毎年度 経営総務課 

９ 

汚水処理施設の

有収率の向上 

（継続） 

下水道管やマンホールの継ぎ目などから侵

入する、地下水や雨水（不明水）を減少させる

ことにより、有収率の向上を図る。 

【目標】 

不明水を減少させることにより、有収率の

前年度比での向上に取り組む。 

～令和12年度 
下水道課 

東部上下水道課 

10 

第三セクターの

見直し（観光分

野） 

（継続） 

事業内容や経営状況を常に把握するととも

に、継続的な指導・監督を行い、経営の健全化

を図る。 

・ 花泉観光開発 株式会社 

 ・ 室根総合開発 株式会社 

【目標】 

 次の取組を行う。 

① 事業内容及び経営状況の把握、監査、

評価 

② 事業内容及び経営状況の情報公開 

③ 経営責任の明確化と徹底した効率化 

毎年度 

観光物産課 

支所産業建設課

（花泉・大東・室

根） 

11 

第三セクターの

事業成果等の検

証（産業振興分

野） 

（継続） 

① 事業内容（研究開発事業、ものづくり

人材育成事業及び地域連携事業の重点３

事業）を把握し事業の適切な実施がなさ

れているか検証する。 

② 運営費や補助金の支出などの経営状況

を常に把握し、継続的な指導・監督を行

い、経営の健全化を図る。 

 ・ 公益財団法人岩手県南技術研究セン

ター 

【目標】 

① 次の実施状況（内容、実績数）を検証

する。 

  ・ 技術相談件数及び試験分析機器の利

用件数 

  ・ 技術講習会及び子どものための科学

体験講座の受講者数 

  ・ 企業情報交換会及び地域企業情報ガ

イダンスの参加企業数 

② 資本金の増資・減資の状況などを確認

するとともに、事業に必要な運転資金が

確保されているか検証する。 

毎年度 工業振興課 
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 公共施設マネジメントの推進

○ 公共施設については、将来にわたり施設を利用した行政サービスを安全かつ持続的

に提供するため、公共施設等総合管理計画 第１期中期計画等に基づく見直しを行い

ます。 

改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

１ 

公共施設等総合

管理計画の推進 

（継続） 

計画に基づき施設保有の見直しを行う。 

保有を維持する施設については、令和５年

度に作成した保全工事予定表（個別施設計画）

により計画的な改修を行い、安全性の確保を

行う。なお、個別施設計画は毎年度更新を行

う。 

【目標】 

令和28年度までに、行政財産の建物系施設

の延床面積を、概ね３割縮減する。 

※ 平成 27 年４月１日現在の延床面積と

の比較。概ね３割は約216,000㎡。 

※ 令和６年４月１日現在の縮減面積は、

約20,187㎡。 

毎年度 
財政課 

各所管課 

２ 

自治集会所とし

て使用する施設

の譲渡 

（継続） 

利用の形態が専ら当該地域の限られた少

数の自治会エリアの利用となっている施設

については、普通財産も含めて、他地域との

負担の公平性から、地元自治会への譲渡を推

進する。 

【目標】 

 順次、譲渡を進める。 

毎年度 

まちづくり推進

課 

いきがいづくり

課 

農政推進課 

支所地域振興課

（花泉・大東・千

厩・東山・室根・

藤沢） 

支所産業建設課

（東山・川崎） 

３ 

閉校した学校 

施設の活用 

（継続） 

閉校学校施設について、①行政目的の活用、

②地域団体による活用、③民間活力による活

用の順で検討を進める。 

【目標】 

 ①「行政目的の活用」のための検討、②「地

域団体による活用」のための協議、③「民間に

よる活用」のための募集などの働きかけにつ

いて、それぞれの施設のおかれた状況などに

留意しながら、活用の方向性を見出す。 

毎年度 
関係課 

（財政課）

４ 

保健センターの

あり方の検討 

（継続） 

 各保健センターの機能と施設のあり方につ

いて検討する。 

【目標】 

各保健センターの機能と施設のあり方を整

理し、条例改正等を行う。 

～令和９年度 

健康づくり課 

各支所市民福祉

課 
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改革実施項目 内容 実施時期 所管課

５ 

市民センターの

管理運営 

（継続） 

地域づくり活動の拠点施設としての機能を

より高めるため、第３次一関市協働推進計画

に基づき、地域協働体による市民センターの

管理運営を推進する。 

【目標】 

指定管理者制度未導入の市民センターに導

入する。制度導入済みの市民センターについ

ては、引続き指定管理者制度を活用する。 

毎年度 

いきがいづくり

課 

各支所地域振興

課 
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 人材育成と組織の最適化

○ 多様化する市民ニーズに的確に対応できるよう、次代を担う職員の育成、生産性の 

高い効率的な業務の推進体制の構築に努めます。 

改革実施項目 内容 実施時期 所管課 

１ 
人材の育成 

（継続） 

各種研修の充実などにより、職員の能力向

上に取り組む。 

【目標】 

毎年度、研修計画の見直しを行い、職員へ

周知する。 

毎年度 
職員課 

各課 

２ 

業務執行体制の

見直し 

（継続） 

全庁的な組織体制の改編と事業執行の見直

しにより、効率的な事務執行体制を構築する。

【目標】 

 毎年度、見直しを行う。 

毎年度 
職員課 

各課 

３ 

定員適正化計画

の推進 

（継続） 

 質の高い行政サービスを提供するととも

に、財政の健全化と効率的な行政運営を図る

ため、定員適正化計画を推進する。 

【目標】 

 定員適正化計画に基づき、職員を配置する。

毎年度 職員課 
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（参考）改革実施項目別の項目数

改革実施項目（継続、新規の内訳） 項目数 

 事務事業の見直し、ＤＸの推進 
１４

  （継続  ８、新規 ６） 

 財政運営の健全化 
１１

  （継続 １１） 

 公共施設マネジメントの推進 
５

  （継続  ５） 

 人材育成と組織の最適化 
３

  （継続  ３） 

合計 （継続 ２７、新規 ６） ３３
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３ 行政改革の推進体制

 次の体制により、行政改革を着実に推進します。

 一関市行財政改革推進審議会 

知識経験者など、民間委員15人で構成する審議会です。 

市長の諮問に応じ、行財政改革の推進に関する重要事項について、調査及び審議を

行います。 

また、市が集中改革プランの実施状況などを審議会に報告し、意見を求めます。 

 市民の意見の反映 

市民の意見を行政改革に反映するため、必要に応じてパブリックコメントを行いま

す。 

 市民との情報共有 

市民の理解と協力を得ながら行政改革を推進するため、行政改革の取組や集中改革

プランの実施状況などを、市広報やホームページで公表します。 

 一関市行財政改革推進本部 

副市長を本部長とし、教育長、各部長、支所長などで構成する組織です。 

行政改革大綱の策定や実施、行政改革に係る重要事項に関することについて所掌し、

全庁体制で行政改革を推進します。 

 一関市行財政改革推進チーム 

総務部長を座長とし、課長級職員で構成する組織です。 

行政改革に関する調査・検討を行います。 
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ＰＤＣＡサイクルにより、継続的に改善を図ります。

 推進体制図（イメージ） 

行財政改革

推進審議会 

（計画）

Plan 

(実施) 

Do 

（見直し）

Action

(検証) 

Check 答
申
・
意
見

諮
問
・
報
告

公表

行政改革の推進 

意見

市 民 

行財政改革推進本部 

行政改革の推進 

行財政改革推進チーム 

行政改革に関する調査・検討 

報告
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４ 行政改革による財政効果額

本プランの取組によって見込まれる財政効果額は、次のとおりです。 

（単位：百万円） 

改革実施項目 
年度別の効果額 ５か年

計 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

 事務事業の見直し、ＤＸの推進 

  100 100 101 101 101 503

 財政運営の健全化 

  1,037 1,037 898 899 900 4,771

 公共施設マネジメントの推進 

  － － － － － －

 人材育成と組織の最適化 

  11 84 117 217 261 689

合 計 

[ ＋ ＋ ＋ ] 
1,148 1,222 1,116 1,217 1,262 5,964

※ 効果額は、表示単位未満の数を四捨五入しているため、内訳と各計が一致しない場合 

があります。 

 ※ 「  公共施設マネジメントの推進」の効果額については、「  事務事業の見直し、ＤＸ

の推進」に含むこととしている。 
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参考資料
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